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台
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近
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。
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れ
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うるま市では、肺炎球菌による肺炎の発病及び病気の重症化を防止し、高齢者の健康の保持増進を図る
ことを目的として、肺炎球菌予防接種費用を３，０００円助成いたします。
【申請期限】平成２４年３月２８日まで（定員に達し次第締め切りとさせていただきます）
【接種期限】平成２４年３月３１日まで
【定　　員】１，０５０名
【対 象 者】申請日において、うるま市に住所がある７５歳以上の方

※過去５年以内に肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は除く
【接種料金】 ８，８３０円（自己負担額は５，８３０円）

※予診を行い接種できなかった場合、１，０５０円は自己負担となります。
【申込方法】予防接種を希望される方は、国民健康保険課老人医療係（本庁）窓口で申請してください。受診券を

交付いたします。
※保険証と印鑑をご持参ください。（電話での受け付けはいたしません）

【肺炎球菌ワクチンについて】
・すべての肺炎を予防するワクチンではありません
・肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます
・効果は５年以上持続すると言われています。

【予防接種被害救済制度について】
　任意の予防接種のため、接種後に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適応されま
せん。独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により救済される可能性があります。
【お問い合わせ】国民健康保険課（老人医療係）☎９７３－３１７７
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